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告 示■

◎群馬県告示第３５４号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する。

平成２７年１１月１７日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 解除に係る保安林の所在場所 甘楽郡南牧村大字檜沢字根草１２７９

２ 保安林として指定された目的 落石の危険の防止

３ 解除の理由 指定理由の消滅

◎群馬県告示第３５５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成２７年１１月１７日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 新田町新後閑 高崎市下和田町四丁目２番の１地先か 前 ２０．０ ６０．０
線 ら同市同２番の８地先まで

後 ２０．０～２３．０ ６０．０

◎群馬県告示第３５６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県藤岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成２７年１１月１７日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

一般国道 ４６２号 藤岡市坂原字南７８８番の２地先から 前 １０．８～２０．０ ９６．２
同市同字坂原６８８番の１地先まで １１．８～２７．２ １０９．４

後 １１．８～２７．２ １０９．４



3

平成２７年１１月１７日（火） 群 馬 県 報 第９３５１号

◎群馬県告示第３５７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県伊勢崎土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

平成２７年１１月１７日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

一般国道 ３５４号 伊勢崎市東上之宮町７０６番の４地先から同市田中町３９ 平成２７年１２月１日
６番の１地先まで

公 告■

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をしたところ、次の者の所在が不分明なため、

同法第１８９条の規定により、通知の内容を渋川市役所に掲示したので、その要旨を次のとおり公告する。

平成２７年１１月１７日

群馬県知事 大 澤 正 明

１(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

渋川市村上字塩川４３７の１７ 佐藤淀太郎

渋川市村上字西原６４９の１、６５０ 野村政吉

渋川市村上字岩原１４１７の４ 塩原積太郎 共有林

同 塩原伴蔵 同

同 横山太七 同

同 角田岩雄 同

同 角田亀吉 同

同 角田弥吉 同

同 吉澤長多 同

同 吉澤福次郎 同

同 金井孫一 同

同 群髙松藤市 同
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同 佐藤丑五郎 同

同 佐藤佐平 同

同 佐藤勝五郎 同

同 佐藤新之助 同

同 佐藤泰作 同

同 佐藤藤造 同

同 佐藤芳雄 同

同 佐藤茂平 同

同 新井幾三郎 同

同 新井寿衛作 同

同 新井榮作 同

同 斉藤衛象 同

同 斉藤嘉十郎 同

同 斉藤群治 同

同 斉藤元吉 同

同 斉藤己之七 同

同 斉藤荒次郎 同

同 斉藤周作 同

同 斉藤浅造 同

同 斉藤鶴造 同

同 斉藤保次 同

同 斉藤夘平 同

同 石川作雄 同

同 石川良作 同

同 村上安一 同

同 村上粂三郎 同

同 村上信次 同

同 村上柳三 同

同 中沢湊 同

同 中澤為吉 同
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同 中澤源吾 同

同 朝比奈喜夫 同

同 朝比奈金之丈 同

同 朝比奈新作 同

同 朝比奈富造 同

同 塚原駒造 同

同 唐澤茂太郎 同

同 飯塚訓太郎 同

同 飯塚浩二 同

同 飯塚彌一郎 同

同 飯塚淺吉 同

同 樋田種五郎 同

同 樋田定吉 同

同 樋田實五郎 同

同 平形守十郎 同

同 平形廣雄 同

同 茂木丈七 同

同 茂木代吉 同

同 茂木茂平 同

同 茂木友作 同

同 茂木榮治 同

同 柳亀治郎 同

同 澤下茂市 同

同 齋藤市郎 同

同 齊藤正平 同

同 齊藤忠作 同

同 齊藤平八 同

同 髙田泉 同

(2) 指定の目的 土砂の流出の防備
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(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 次の森林については、主伐は、択伐による。

字塩川４３７の１７、字西原６４９の１、６５０

(ｲ) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ｳ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｴ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

渋川市小野子字広町２の３、字田島３５６の１、３５６の５ 佐藤市郎兵衛

(2) 指定の目的 土砂の崩壊の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び渋川市役所に備え置いて縦覧に供

する。

保安林指定施業要件変更予定告示 平成２７年８月２５日群馬県告示第２７０号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をしたところ、次の者の所在が不分明なため、

同法第１８９条の規定により、通知の内容を上野村役場に掲示したので、その要旨を次のとおり公告する。

平成２７年１１月１７日

群馬県知事 大 澤 正 明

１(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

多野郡上野村大字勝山字登リト４２３ 黒澤英之助

多野郡上野村大字勝山字赤屋４６１ 三木保徳

多野郡上野村大字新羽字向７０４、７０５、７０７から７０９まで、 黒澤（沢）邦彦
字前山８１２、字後山８１４、８１５、８１６の１、８１６の２、８
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１９の１、８１９の２、字高ソウリ８５５、字モズ木１５９４の２、
字ゴウ戸１５９５の１、１５９５の２、１５９６、１５９７

多野郡上野村大字新羽字トチ久保７２７の１ 黒沢 や

多野郡上野村大字新羽字前山７９０ 宮澤しづ

多野郡上野村大字新羽字前山７９２ 宮澤宗平

多野郡上野村大字新羽字前山７９９ 黒澤正徳

多野郡上野村大字新羽字前山８１１ 櫻井磯吉

多野郡上野村大字新羽字高ソウリ８３７、８３９、字キワダ久保８９ 今井淳
０、８９１、８９４

多野郡上野村大字新羽字高ソウリ８４０、８４２の１、８５６、８５ 宮澤かつみ
７

多野郡上野村大字新羽字高ソウリ８４１ 宮澤寅吉

多野郡上野村大字新羽字高ソウリ８４５、８４６ 池口一男

多野郡上野村大字新羽字高ソウリ８４７の１ 黒沢喜藏

多野郡上野村大字新羽字キワダ久保８９３、字ゴウ戸１６０７ 黒澤（沢）正七

多野郡上野村大字新羽字キワダ久保８９５ 宮澤助次郎

多野郡上野村大字新羽字キワダ久保８９６ 黒澤良蔵

多野郡上野村大字新羽字キワダ久保９０１ 黒沢正七

多野郡上野村大字新羽字キワダ久保９０４ 黒沢正杵 共有林

多野郡上野村大字新羽字ハヤブサ１３６０ 塚田武雄

多野郡上野村大字新羽字ハヤブサ甲１３７０、１３７１ 丸山二三喜

多野郡上野村大字新羽字道陸神１３８８ 小野勉

多野郡上野村大字新羽字蛇木１４１３の１、１４１９の２、甲１４２ 今井サヨ子
２、乙１４２２

多野郡上野村大字新羽字ゾウ別当１５０３ 福島與作 共有林

多野郡上野村大字新羽字モズ木１５８６ 黒澤鶴吉

(2) 指定の目的 土砂の流出の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 次の森林については、主伐は、択伐による。

字向７０７（次の図に示す部分に限る。）、７０８

(ｲ) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ｳ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。



8

平成２７年１１月１７日（火） 群 馬 県 報 第９３５１号

(ｴ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

多野郡上野村大字新羽字後山８１３ 黒澤（沢）邦彦

(2) 指定の目的 土砂の崩壊の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び上野村役場に備え

置いて縦覧に供する。

保安林指定施業要件変更予定告示 平成２７年９月１日群馬県告示第２７８号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１７項の規定により公告する。

平成２７年１１月１７日

群馬県知事 大 澤 正 明

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

藤岡 理 事 再 任 神田隆 藤岡市小林６１９番地

同 同 内林房吉 同 上大塚１２６番地１

同 新 任 小平庄治 同 中大塚８９３番地

同 同 除村晃一 同 下大塚２１番地

同 同 福島孝之 同 本郷１５２６番地

同 同 関広美 同 神田２９５番地

同 同 柴田己一 同 矢場７２１番地

同 同 入佳雄 同 東平井１１１４番地

同 同 須藤哲雄 同 同 １２１５番地
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同 同 秦野治夫 同 金井２５３番地

同 退 任 森谷哲男 同 中大塚５２６番地

同 同 平栁征一 同 下大塚２８番地１

同 同 岩﨑典雄 同 本郷２３４番地

同 同 渋谷春夫 同 神田７４１番地

同 同 神田峰一 同 三本木３２番地１

同 同 平野公司 同 東平井１２５１番地

同 同 清水安幸 同 鮎川３５３番地

同 同 武者米雄 同 金井乙１９０番地

監 事 再 任 中村春夫 同 藤岡乙２１８５番地

同 新 任 麻生浩一 同 神田１２２８番地１

同 同 堀口正一 同 鮎川５４８番地

同 退 任 齊藤和男 同 矢場６１４番地２

同 同 大河原明 同 東平井４８１番地５

藪塚都市計画道路について、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定により変更するに

当たり、当該都市計画の県原案を次のとおり定めた。

平成２７年１１月１７日

群馬県知事 大 澤 正 明

都市計画道路中３・３・２号藪塚北部１号幹線ほか１路線を次のように変更する。

名 称 位 置 区域 構 造

備種

考別
番号 路線名 起 点 終 点

主 な
延 長

構 造 車 線
幅員

地表式の区間における
経過地 形 式 の 数 鉄道等との交差の構造

幹 3･3･2 藪塚北部 太田市大 太田市大 太田市大 約 地表式 ４車線 23m 幹線街路と平面交差３
線 １号幹線 原町 原町 原町 2,120m 箇所
街
路 3･5･7 大間々尾 太田市大 太田市六 太田市大 約 地表式 ２車線 13m 幹線街路と平面交差２

島線 原町 千石町 原町 4,660m 箇所
自動車専用道路と立体
交差１箇所

平成２７年１１月１７日（火） 群 馬 県 報 第９３５１号
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群馬県都市計画公聴会規則（昭和４５年群馬県規則第８５号）第２条第１項の規定により、藪塚都市計画道路に

係る公聴会を次のとおり開催する。

平成２７年１１月１７日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 開催期日及び場所 平成２７年１２月１１日（金）午後１時３０分から 群馬県太田合同庁舎

２ 作成しようとする都市計画の案 藪塚都市計画道路の変更に係る都市計画の案（都市計画原案は、群馬県県土

整備部都市計画課、群馬県太田土木事務所及び太田市都市政策部都市計画課において、平成２７年１１月１７日

（火）から同年１２月１日（火）まで閲覧に供する（ただし、群馬県の休日を定める条例（平成元年群馬県条例

第１６号）第１条に規定する休日を除く。）。）

３ 公述の申出 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、住所、氏名、年齢、職業、電話番号並びに都市計

画案についての利害関係及び意見の要旨を記載した書面（別記様式）により、平成２７年１２月１日（火）まで

に下記に到着するよう提出すること。

〒３７１－８５７０ 前橋市大手町一丁目１番１号 群馬県県土整備部都市計画課

４ 公述人の選定 公述人は、前記によってあらかじめ申し出た者のうちから知事が選定し、その旨を通知する。

なお、公述時間は、１０分以内とする。

５ その他 公述の申出がなく、公聴会を開催しない場合は、公聴会開催予定日の１週間前に群馬県県土整備部都

市計画課、群馬県太田土木事務所、太田市都市政策部都市計画課及び公聴会開催予定の場所に掲示する。

６ 公聴会の問い合わせ先 群馬県県土整備部都市計画課 電話０２７－２２６－３６５４

別記様式

藪塚都市計画道路の変更（３・３・２号藪塚北部１号幹線ほか１路線の変更）に関する公述申出書

年 月 日

群馬県知事 大澤 正明 あて

平成２７年１１月１７日付け群馬県報に登載された藪塚都市計画道路の変更（３・３・２号藪塚北部１号

幹線ほか１路線の変更）に係る都市計画の県原案に対して、次のとおり意見を述べたいので申し出ます。

１ 公述申出人 住所 電話番号

氏名 印 年齢 職業

２ 都市計画案に係る利害関係（関係市町村の住民等は、記載不要）

３ 意見の要旨（別紙のとおり）

「意見の要旨」作成上の注意

Ａ４判４００字詰め原稿用紙１枚程度とし、横書きとすること。

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定し

た。

平成２７年１１月１７日

群馬県知事 大 澤 正 明

平成２７年１１月１７日（火） 群 馬 県 報 第９３５１号
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指定に係る 指定に係る
指定に係る道路

指 定 番 号
番号

道路の種類 道路の位置
の延長及び幅員

指定年月日
メートル

１ 建築基準法第４２ 北群馬郡吉岡町大字大久 延長 １５．６３ 群馬県指令前土第３０４－１０号
条第１項第５号に 保字大畑７８０－６、７ 幅員 ６．００ 平成２７年１０月８日
規定する道路 ８０－６地先道路及び同

地先水路

２ 同 利根郡みなかみ町大字後 延長 ２５．３３ 群馬県指令沼土第２３０４－２号
閑字南入河原８２－５、 幅員 ４．００ 平成２７年１０月２３日
８３－５

毎週火､金曜日発行

発 行 群 馬 県
群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111

平成２７年１１月１７日（火） 群 馬 県 報 第９３５１号


